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議案第９５号

白河市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（白河市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 白河市職員の給与に関する条例（平成１７年白河市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。

第２１条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削り、同条第３項中「、若しくは失職し」を削る。

第２１条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削

り、同条第３号及び第４号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第２１条の３第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第２２条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削る。

第２８条第６項中「当該各項に規定する」を「これらの規定に規定する」に改め、「、

若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、

「当該各項の例による」を「それぞれ第２項又は第３項の例による」に改める。

（白河市職員の退職手当支給に関する条例の一部改正）

第２条 白河市職員の退職手当支給に関する条例（平成１７年白河市条例第４７号）の一

部を次のように改正する。

第１３条第１項第２号中「（法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。

（白河市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第３条 白河市職員等の旅費に関する条例（平成１７年白河市条例第４８号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条各号」に、「場合に

は」を「ときは」に改め、同条第４項中「以下この条において同じ。」を削り、同条第

５項中「できる者」の次に「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けるこ

とができる場合には、当該扶養親族を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第９６号

白河市債権管理条例

（目的）

第１条 この条例は、市の債権の管理に関する事務について、必要な事項を定めることに

より、市の債権を適正かつ効率的に管理することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づく

徴収金に係るものをいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２３１条の３第１項に規定する歳入に係るものをいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第２３１条の３第３項その他法律の規定に基

づき、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外のものをいう。

(7) 法令等 法律及び法律に基づく命令（以下「法令」という。）並びに条例及び規

則をいう。

（法令等との関係）

第３条 市の債権の管理に関する事務については、他の法令等に特別の定めがある場合を

除くほか、この条例の定めるところによる。

（市長等の責務）

第４条 市長及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置く

管理者（同法第８条第２項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。）（以下「市

長等」という。）は、法令等に基づき、適正かつ効率的に市の債権を管理しなければな

らない。

（台帳の整備）

第５条 市長等は、市の債権を適正かつ効率的に管理するため、台帳を整備するものとす

る。

（督促）

第６条 市長等は、公債権及び私債権（以下「公債権等」という。）について、その履行

期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定して

これを督促しなければならない。この場合における督促は、督促状を発してしなければ

ならない。

（延滞金）

第７条 市長等は、公債権について督促状を発した場合においては、当該公債権の履行期
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限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該履行期限

の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長等がやむを得ない理由が

あると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

２ 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に１，０００円

未満の端数があるとき、又はその債権の全額が２，０００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。

３ 延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

４ 第１項の規定に定める延滞金の額の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、

閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。
じゅん

（滞納処分等）

第８条 市長等は、強制徴収公債権について、第６条の規定による督促をした後指定され

た期限までに履行されないときは、法令等の定めるところにより滞納処分をしなければ

ならない。

２ 市長等は、強制徴収公債権について、法令の定めるところにより徴収猶予、換価の猶

予又は滞納処分の停止を行うものとする。

（強制執行等）

第９条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権（以下「非強制徴収公債権等」という。）

について、第６条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されない

ときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第１２条の規定によ

る徴収停止の措置をとる場合又は第１３条の規定により履行期限を延長する場合その他

特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収公債権等（保証人の保証があるものを含む。）に

ついては、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権

の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収公債権等（次号の措置により債務名義を取得したもの

を含む。）については、強制執行の手続をとること。

(3) 前２号に該当しない非強制徴収公債権等（第１号に該当する非強制徴収公債権等

で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。）については、訴訟手続（非訟

事件の手続を含む。）により履行を請求すること。

（履行期限の繰上げ）

第１０条 市長等は、公債権等について履行期限を繰り上げることができる理由が生じた

ときは、遅滞なく、債務者に対し、当該履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければな

らない。ただし、第１３条第１項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障がある

と認める場合は、この限りでない。

（債権の申出等）

第１１条 市長等は、公債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受

けたこと等を知った場合において、法令等の定めるところにより市が債権者として配当

の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらな
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ければならない。

２ 前項に規定するもののほか、市長等は、公債権等を保全するため必要があると認める

ときは、債務者に対し、担保の提供（保証人の保証を含む。）を求め、又は仮差押え若

しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

（徴収停止）

第１２条 市長等は、非強制徴収公債権等でその履行期限後相当の期間を経過してもなお

完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させ

ることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしな

いことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くな

く、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認めら

れるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執

行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

（履行延期の特約等）

第１３条 市長等は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合

においては、その履行期限を延長する特約又は処分（以下「履行延期の特約等」という。）

をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定

めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有

する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められると

き。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務

の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得

ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の

全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認め

られるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付け

を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第１号から第３号までの

いずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸

付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行する

ことが困難であるとき。

２ 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約等をすることが

できる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収

金（以下「損害賠償金等」という。）に係る債権は、徴収すべきものとする。

（免除）

第１４条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履



- 5 -

行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限（当初の履行期限後に履行延期の

特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日）から１０年を経過した後にお

いて、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる

見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除するこ

とができる。

２ 前項の規定は、前条第１項第５号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に

係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて

当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、

債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

（債権の放棄）

第１５条 市長等は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合

においては、当該非強制徴収公債権等及び損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による

保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難で、

相当の期間を経てもなお履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令の規定により、債務者が非強制徴収

公債権等（保証人の保証がある場合を除く。）について、その責任を免れたとき。

(3) 債務者である法人の清算が結了したとき。ただし、当該法人の清算につき弁済の

責に任ずべき他の者があり、その者について第１号から第７号までに掲げる事由がな

い場合を除く。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放

棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行を

した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の

金額の合計額を超えないと認められるとき。

(5) 第１２条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった

日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不

適当であると認められるとき。

(6) 第９条の規定による強制執行等の手続又は第１１条の規定による債権の申出等の

措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が

無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間が経過しても履

行の見込みがないと認められるとき。

(7) 私債権について、消滅時効が完成したとき。

（債務者に関する情報の利用）

第１６条 市長等は、第６条の規定による督促をしてもなお履行されない場合は、当該市

の債権の管理に必要な範囲内において、当該債務者に関する情報を同一の実施機関（白

河市個人情報保護条例（平成１７年白河市条例第２０号）第２条第１号に規定する実施

機関をいう。以下この項において同じ。）内において利用し、他の実施機関に提供し、

又は他の実施機関から収集することができる。

２ 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関す
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る事務以外の事務に利用してはならない。

３ 市長等は、第１項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関

する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することの

ないようにしなければならない。

（委任）

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（延滞金の割合の特例）

２ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年

に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された

割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項において「特例基準

割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．

３パーセントの割合）とする。

３ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程に

おける金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

（白河市税外諸収入金に係る延滞金徴収条例の廃止）

４ 白河市税外諸収入金に係る延滞金徴収条例（平成１７年白河市条例第７６号）は、廃

止する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第９７号

白河市消費税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する

条例

（白河市表郷クリニック条例の一部改正）

第１条 白河市表郷クリニック条例（平成１７年白河市条例第１０７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第６条第３項第１号中「３，０８０円」を「３，１４０円」に改め、同項第２号及び

第３号中「５，１４０円」を「５，２３０円」に改め、同項第４号中「３，０８０円」

を「３，１４０円」に改める。

（白河市工業用水道事業給水条例の一部改正）

第２条 白河市工業用水道事業給水条例（平成１７年白河市条例第１８６号）の一部を次

のように改正する。

第２５条第２項第１号中「６４．８０円」を「６６円」に改め、同項第２号中「１２

９．６０円」を「１３２円」に改める。

第３０条第１項の表４０ミリメートル以下の項中「２，８０８円」を「２，８６０円」

に改め、５０ミリメートルの項中「４，６４４円」を「４，７３０円」に改め、７５ミ

リメートルの項中「５，１８４円」を「５，２８０円」に改め、１００ミリメートルの

項中「６，０４８円」を「６，１６０円」に改め、１５０ミリメートルの項中「９，３

９６円」を「９，５７０円」に改める。

（白河市コミュニティプラント条例の一部改正）

第３条 白河市コミュニティプラント条例（平成１７年白河市条例第１４９号）の一部を

次のように改正する。

第４条の表左欄中「１，２４２円」を「１，２６５円」に改め、同表右欄中「１５４．

４４円」を「１５７．３０円」に、「１６３．０８円」を「１６６．１０円」に、「１

７１．７２円」を「１７４．９０円」に、「１８４．６８円」を「１８８．１０円」に、

「２０１．９６円」を「２０５．７０円」に、「２２２．４８円」を「２２６．６０円」

に、「２４３円」を「２４７．５０円」に改める。

（白河市農業集落排水施設条例の一部改正）

第４条 白河市農業集落排水施設条例（平成１７年白河市条例第１５０号）の一部を次の

ように改正する。

別表第２一般汚水の項中「１，２４２円」を「１，２６５円」に、「１５４．４４円」

を「１５７．３０円」に、「１６３．０８円」を「１６６．１０円」に、「１７１．７

２円」を「１７４．９０円」に、「１８４．６８円」を「１８８．１０円」に、「２０

１．９６円」を「２０５．７０円」に、「２２２．４８円」を「２２６．６０円」に、

「２４３円」を「２４７．５０円」に改め、同表公衆浴場汚水の項中「１，２４２円」

を「１，２６５円」に、「５４円」を「５５円」に改める。

（白河市浄化槽の整備に関する条例の一部改正）
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第５条 白河市浄化槽の整備に関する条例（平成１７年白河市条例第１５１号）の一部を

次のように改正する。

別表第２一般汚水の項中「１，２４２円」を「１，２６５円」に、「１５４．４４円」

を「１５７．３０円」に、「１６３．０８円」を「１６６．１０円」に、「１７１．７

２円」を「１７４．９０円」に、「１８４．６８円」を「１８８．１０円」に、「２０

１．９６円」を「２０５．７０円」に、「２２２．４８円」を「２２６．６０円」に、

「２４３円」を「２４７．５０円」に改め、同表公衆浴場汚水の項中「１，２４２円」

を「１，２６５円」に、「５４円」を「５５円」に改める。

（白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例の一部改正）

第６条 白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例（平成２０年白河市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。

別表左欄中「１，２４２円」を「１，２６５円」に改め、同表右欄中「１５４．４４

円」を「１５７．３０円」に、「１６３．０８円」を「１６６．１０円」に、「１７１．

７２円」を「１７４．９０円」に、「１８４．６８円」を「１８８．１０円」に、「２

０１．９６円」を「２０５．７０円」に、「２２２．４８円」を「２２６．６０円」に、

「２４３円」を「２４７．５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（白河市表郷クリニック条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の白河市表郷クリニック条例第６条第３項各号の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る診断書その他の文書

の交付手数料又は利用料金について適用し、同日前の申請に係る診断書その他の文書の

交付手数料又は利用料金については、なお従前の例による。

（白河市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 第２条の規定による改正後の白河市工業用水道事業給水条例第２５条第２項各号及び

第３０条第１項の表の規定は、施行日以後の工業用水道の使用に係る料金及びメーター

使用料について適用し、施行日前から継続して工業用水道を使用している者に係る料金

及びメーター使用料であって、施行日から令和元年１０月３１日までの間に初めて料金

及びメーター使用料の額が確定するものに係る同条例第２５条第２項及び第３０条第１

項の規定の適用については、なお従前の例による。

（白河市コミュニティプラント条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 第３条の規定による改正後の白河市コミュニティプラント条例第４条の表の規定は、

施行日以後のコミュニティプラントの使用に係る使用料について適用し、施行日前から

継続してコミュニティプラントを使用している者に係る使用料であって、施行日から令

和元年１０月３１日までの間に初めて使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使

用料の額が確定する日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、

施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した

日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の額が確定する日

までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて
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計算した金額に係る部分に限る。）に係る第同条例４条の規定の適用については、なお

従前の例による。

（白河市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 第４条の規定による改正後の白河市農業集落排水施設条例別表第２の規定は、施行日

以後の排水施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前から継続して排水施設を

使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年１０月３１日までの間に初

めて使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月３１

日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用

料の額を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において

同じ。）から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これ

に前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限

る。）に係る同条例別表第２の規定の適用については、なお従前の例による。

（白河市浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

６ 第５条の規定による改正後の白河市浄化槽の整備に関する条例別表第２の規定は、施

行日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、施行日前から継続して浄化槽を

使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年１０月３１日までの間に初

めて使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月３１

日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用

料の額を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において

同じ。）から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これ

に前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限

る。）に係る同条例別表第２の規定の適用については、なお従前の例による。

（白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例の一部改正に伴う経過措置）

７ 第６条の規定による改正後の白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例別表の規定は、施

行日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、施行日前から継続して浄化槽を

使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年１０月３１日までの間に初

めて使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月３１

日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用

料の額を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において

同じ。）から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これ

に前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限

る。）に係る同条例別表の規定の適用については、なお従前の例による。

８ 第４項から第７項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第９８号

白河市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

（白河市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第１条 白河市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年白河市条例第５７号）の一部を次のように改正する。

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１０号中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第１１号中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第２２号を第２７号とし、第１

９号から第２１号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１８号中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同号を同条第２３号とし、同条中第１７号を第２２

号とし、第１４号から第１６号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１３号中「支給認定の

有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同号を同条第１８号とし、同

条中第１２号を第１７号とし、第１１号の次に次の５号を加える。

(12) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２

６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する満３歳以上教

育・保育給付認定子どもをいう。

(13) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定満３歳

以上保育認定子どもをいう。

(14) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子

どもをいう。

(15) 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割

合算額をいう。

(16) 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子どもを

いう。

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担

の軽減について適切に配慮された内容」に改める。

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負

担その他」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の」に改め

る。

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第１項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認

定子ども」に、「法第２０条第４項の規定による認定」を「教育・保育給付認定」に改

め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第

５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。
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第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有無、

支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、「支

給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同

条第２項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。

第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第２７条第３項

第２号に規定する額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法

第２８条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合

にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を「満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる

額」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規

定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現

に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育

を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合に

あっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育

に要した費用の額）」を「掲げる額」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第３号を次のように改める。

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める

金額未満であるものに対する副食の提供

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども ７７，１０１円

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。） ５７，７０

０円（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっ

ては、７７，１０１円）

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

法第６条第１項に規定する子どもが同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ
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（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当する

ものを除く。）

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 法第６条第１項に規定する子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 法第６条第１項に規定する子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改める。

第１４条第１項中「法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。」を「法

第２７条第１項に規定する施設型給付費をいう。」に改め、「この項において」を削り、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定

子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定

子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に

改める。

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者」に改める。

第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第１３条

の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条（見出しを含む。）、第２５条並びに

第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子

ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認

定子どもの」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同

条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め

る。
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第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。

第３４条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同項第１号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」

を「の規定による特定教育・保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含む」を「、施設型給付費には特例施設型給付費（法第２８条第

１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む」に、

「本章」を「前節」に、「とする」を「と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を含む。）」とする」に改める。

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含む」を「、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含

む」に、「本章」を「前節」に改め、「同項第１号」の次に「又は第２号」を加え、「第

１３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもについては主食

の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「除く。）」を「「の同号」とあるのは「の同項

第１号」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」に改める。

第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「（事業所内保育事

業を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、

「Ａ型をいう」及び「Ｂ型をいう」の次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を

加え、「その利用定員の数を」を削り、「第６項」を「第４項」に改める。

第３８条第１項中「第４２条」を「第４２条第１項」に、「利用者負担その他」を「第

４３条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の」に改める。

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」

に、「法第２０条第４項の規定による認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定

子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳

未満保育認定子ども」に、「第４２条第１項の」を「第４２条第１項に規定する」に改

める。
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第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４２条第１項各号列記以外の部分中「以下この項」の次に「から第５項まで」を加

え、同項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第

２号中「をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同項第３号中「支給認

定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改め、同項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、第３７条第２

項の規定により定める利用定員が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定によ

り定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加え

る。

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項第２号

に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第５項において

「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。

第４２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者として適切に確保しなければならない。

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号

において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提

供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育

事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小

規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることが

できる。

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、

市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として
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適切に確保しなければならない。

(1) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児童

福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。）

(2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項に規定

する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に規定する保育

を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助

を受けているもの

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この

条及び第５０条において準用する第１４条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額（特定地域型保育事業者が特別利用

地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定め

る額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村

が定める額とする。）」を「掲げる額」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に、「規定する額（その額が現に当該特定地域型保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該

特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２

項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に

当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保

育に要した費用の額）を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利

用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した

費用の額）」を「掲げる額」に改め、同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第４３条

の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども」に改める。

第４９条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども」に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」

を「の規定による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業

所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１項中「施設型給付費（法第２８条第１項に

規定する特例施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費（法第３０条第１項に規定

する特例地域型保育給付費」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」

と、第１９条中「施設型給付費若しくは特例施設型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費若しくは特例地域型保育給付費」を「第１１条中「教育・保育給付認定子どもにつ

いて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）について」と、第１

２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施
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設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項中「特定教育・保育に係

る施設型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費をいう。以下」とあるのは

「特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。第５０条にお

いて準用する次項及び第１９条において同じ。）に係る地域型保育給付費（法第２９条

第１項に規定する地域型保育給付費をいう。以下この項及び第５０条において準用する

第１９条において同じ。）」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第２項中「特定教育・保育に」とあるのは「特定地域型保育に」と、「特定教

育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と、「特定教育・保育提供証明書」とあ

るのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条中「特定教育・保育を」とあるのは

「特定地域型保育を」と、「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２

３条中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営についての重要事項に

関する規程」に改める。

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

第２項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」

に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条第３項中「含

む」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域

型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む」に、「本章」を

「この章」に、「第３９条第２項及び第４０条第２項を除く」を「第４０条第２項を除

き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、

第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において

同じ」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同

項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に」とあるのは「同

項第３号に」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは

「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前
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３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同

条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。

第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含む」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含む」に、「本章」を「この章」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２

項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３

歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項

第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。

附則第２項中「（法第２７条第３項第２号に規定する額（特定教育・保育施設が」と

あるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。）をいう。）」とあるの

は「定める額をいう。）」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法

附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・

保育（保育に限る。第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において

同じ。）」に、「（法第２７条第３項第１号に規定する額」とあるのは「（法附則第６条第

３項の規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教

育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改める。

附則第４項の前の見出し、同項及び第５項を削り、附則第６項を附則第４項とする。

附則第７項中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同項を附則第５項とする。

（白河市教育・保育に関する保育料及び利用者負担額を定める条例の一部改正）

第２条 白河市教育・保育に関する保育料及び利用者負担額を定める条例（平成２７年白

河市条例第９号）の一部を次のように改正する。

第３条及び附則第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。

（白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例）

第３条 白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年白河市

条例第４３号）の一部を次のように改正する。

別表第２の９の２の項中「教育・保育給付」の次に「若しくは子育てのための施設等

利用給付」を加える。

附 則
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この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第９９号

白河市印鑑条例の一部を改正する条例

白河市印鑑条例（平成１７年白河市条例第９３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。

第５条第１項第１号中「氏、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年

政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」

を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項」

を「令第３０条の１６第１項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第２

号中「その他氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第２項中「記録されている」を「記載

がされている」に改める。

第６条第１項第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記

載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民票にあって

は、記録。以下同じ。）がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「が記

録されている」を「の記載がされている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」

に改め、同項第７号中「記録されている」を「記載がされている」に改め、同条第２項中

「（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。

以下同じ。）」を削る。

第１３条第１項第１号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の

記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「が記録されている」を

「の記載がされている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」に改め、同項第

５号中「記録されている」を「記載がされている」に改める。

第１６条第２項第５号中「氏名又は氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１００号

白河市森林整備基金条例

（設置）

第１条 白河市内の森林に係る間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓

発等の森林整備及びその促進に必要な経費の財源に充てるため、白河市森林整備基金（以

下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。

（運用益金の処理）

第４条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金

に編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必

要な事項を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 市長は、第１条に定める目的のため必要があると認めるときは、一般会計の歳入

歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１０１号

白河市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例

白河市消防団の設置等に関する条例（平成１７年白河市条例第１５４号）の一部を次の

ように改正する。

第５条第１号を削り、同条第２号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号を同条第１号とし、
こ

同条中第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

第１０条第２項第１号中「前項第３号」を「第５条第２号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１０２号

白河市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例

白河市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年白河市条例第

１８４号）の一部を次のように改正する。

第６条第２号中「第７条の２」を「第８条」に改める。

第８条を削り、第７条の２を第８条とする。

第１６条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。

第２２条中「第７条の２」を「第８条」に改める。

附 則

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１０３号

白河市水道事業給水条例等の一部を改正する条例

（白河市水道事業給水条例の一部改正）

第１条 白河市水道事業給水条例（平成１７年白河市条例第１８５号）の一部を次のよう

に改正する。

第３３条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加え

る。

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 １件につき１０，０００円

別表第１メーターの口径の項中「５２９．２０円」を「５３９円」に、「１，４２５．

６０円」を「１，４５２円」に、「２，３２２．００円」を「２，３６５円」に、「３，

６５０．４０円」を「３，７１８円」に、「７，１１７．２０円」を「７，２４９円」

に、「１０，５４０．８０円」を「１０，７３６円」に、「２６，３９５．２０円」を

「２６，８８４円」に、「４５，８４６．００円」を「４６，６９５円」に、「６７，

５００．００円」を「６８，７５０円」に、「６６．９６円」を「６８．２０円」に、

「１１０．１６円」を「１１２．２０円」に、「２０８．４４円」を「２１２．３０円」

に改め、同表臨時用の項中「３５６．４０円」を「３６３円」に改め、同表消火栓目的

外使用の場合の項中「２，４６２．４０円」を「２，５０８円」に改め、同表公衆浴場

に水道を使用する場合の項中「３６．７２円」を「３７．４０円」に、「５５．０８円」

を「５６．１０円」に改める。

別表第２の１３ミリメートルの項中「６４，８００円」を「６６，０００円」に改め、

同表２０ミリメートルの項中「１１８，８００円」を「１２１，０００円」に改め、同

表２５ミリメートルの項中「２４８，４００円」を「２５３，０００円」に改め、同表

３０ミリメートルの項中「３７８，０００円」を「３８５，０００円」に改め、同表４

０ミリメートルの項中「７５６，０００円」を「７７０，０００円」に改め、同表５０

ミリメートルの項中「１，２９６，０００円」を「１，３２０，０００円」に改め、同

表７５ミリメートルの項中「３，４５６，０００円」を「３，５２０，０００円」に改

め、同表１００ミリメートルの項中「５，６１６，０００円」を「５，７２０，０００

円」に改める。

（白河市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 白河市水道事業給水条例の一部を改正する条例（平成２９年白河市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。

附則第３項中「平成３２年９月」を「令和２年９月」に改め、同項の表平成３０年１

０月使用分から平成３１年９月使用分までの項中｢平成３１年９月｣を「令和元年９月」

に改め、同表平成３１年１０月使用分から平成３２年９月使用分までの項中｢平成３１

年１０月｣を「令和元年１０月」に、「平成３２年９月」を「令和２年９月」に、「改正

後料金から間差額」を「白河市水道事業給水条例等の一部を改正する条例（令和元年白

河市条例第 号）による改正後の白河市水道事業給水条例別表第１の規定による料金（以
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下｢新条例の改正後料金｣という。）から新条例の改正後料金とこの条例による改正前の

白河市水道事業給水条例別表第１の２の表の規定による料金との差額」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（料金に係る経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の白河市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」という。）

別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の水道の使用

に係る水道料金（以下「料金」という。）について適用し、施行日前から継続して水道

を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年１０月３１日までの間に初

めて料金の額が確定するもの（施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月３１日後

であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する料金の額

を前回確定日（その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。）

から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定

日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）に係る

同条例別表第１の規定の適用については、なお従前の例による。

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月

とする。

（加入金に係る経過措置）

４ 改正後の条例別表第２の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適

用し、同日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１０４号

白河市下水道条例の一部を改正する条例

白河市下水道条例（平成１７年白河市条例第１４７号）の一部を次のように改正する。

第１０条第２項第２号ア及び同項第４号ア中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産

者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

別表第１一般汚水の項中「１，２４２円」を「１，２６５円」に、「１５４．４４円」

を「１５７．３０円」に、「１６３．０８円」を「１６６．１０円」に、「１７１．７２

円」を「１７４．９０円」に、「１８４．６８円」を「１８８．１０円」に、「２０１．

９６円」を「２０５．７０円」に、「２２２．４８円」を「２２６．６０円」に、「２４

３円」を「２４７．５０円」に改め、同表公衆浴場汚水の項中「１，２４２円」を「１，

２６５円」に、「５４円」を「５５円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第１０条第２項第２号ア及

び同項第４号アの改正規定は、令和元年１２月１４日から施行する。

（経過措置）

２ 令和元年１０月１日（以下「適用日」という。）前から継続して公共下水道を使用し

ている者に係る使用料であって、適用日から令和元年１０月３１日までの間に初めて使

用料の額が確定するもの（適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月３１日後で

あるものにあっては、当該確定したもののうち、適用日以後初めて確定する使用料の額

を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。）

から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確

定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）に係

る別表第１の規定の適用については、なお従前の例による。

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月

とする。

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第１０５号

白河市公営企業会計決算の認定及び剰余金の処分について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、次に掲げ

る平成３０年度白河市公営企業会計の決算を議会の認定に付するとともに、同法第３２条

第２項の規定により、平成３０年度白河市公営企業会計の剰余金の処分について議会の議

決を求める。

なお、決算の内容及び審査意見書は、別冊のとおりである。

１ 平成３０年度白河市水道事業会計

２ 平成３０年度白河市工業用水道事業会計

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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報告第９号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

専決第３号 損害賠償について

令和元年９月１０日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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別紙

専決第３号

損害賠償について

市は、次により、交通事故に係る損害賠償の額を定め、和解する。

１ 損害賠償の相手方の住所及び氏名

２ 損害賠償の額

１６０，６４１円

３ 損害賠償をする理由

令和元年５月３１日白河市役所駐車場において、市有自動車が駐車中の

氏所有の普通自動車に接触し、同自動車に損害を与えたため

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。

令和元年７月２２日

白河市長 鈴 木 和 夫
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